
質問と回答は以下のとおりです。 2025年3月14日

質問番号 ページ 項目 質問内容 回答

1 25 第5条　成果品

協力準備調査報告書（先行公開版）の日本語がＣＤ－Ｒと
製本の指定となっています。最近の案件ではＣＤ－Ｒのみ
となっているケースが多いと理解していますが、製本版
も必要でしょうか。その場合、簡易製本でもなく、製本版
でしょうか。

和文先行公開版も製本版が必要となります。
なお、簡易製本で問題ございません。

2 25 第5条　成果品
「進捗報告書の初版」および「免税情報シート」はフォー
マット自体が英語であるため、日本語版でなく、英語版が
求められると理解しておりますが、いかがでしょうか。

ご指摘のとおり「進捗報告書の初版」の作成言語は英語
であり、お詫びして訂正いたします。
「免税情報シート」は、原則日本語にて記載いただき、翻
訳により誤解が生じる可能性のある項目については、英
語も併記ください。

3 26 第5条　成果品
機材仕様書（最終成果品）は、英語版も求められると理解
しておりますが、いかがでしょうか。

ご指摘のとおりであり、お詫びの上、成果品に「機材仕様
書（最終成果品）」の英語版を追加いたします。
提出時期は契約履行期限末日、形態は電子データとなり
ます。

4 28
2.事業の背景と必要性（1）当該国における教育セクター
開発の現状・課題及び本事業の位置付け

下から6行目以降に、2024年改訂の「教員戦略計画
（2024-2028）」にて「2028年までに新たに4校を大
学化することを決定した」とありますが、同政策文書にそ
のような記述が見当たりません。この情報の出典元をご
教示願います。

P.115、Objective 2のStrategy 1のMain action
の１つとして「Upgrade four Regional Teacher
Training Centers (RTTCs) to
become Teacher Education Colleges
(TECs)」と記載されております。

5 28
2.事業の背景と必要性（1）当該国における教育セクター
の開発の現状・課題及び本事業の位置付け

最終行に「中学校教員養成課程はすべて学士化される予
定である」とありますが、現在までのMoEYSの政策は、
中学校教員のみならず小学校教員も学士化する計画と
なっています。MoEYSの政策に方針変更があったので
あれば、その根拠となる文書をご教示願います。

該当箇所は、あくまで中学校教員養成課程についてのみ
言及するものであり、小学校教員養成課程は学士化され
ないとの意図ではございません。

調達管理番号・案件名

24a00864_カンボジア国コンポンチャム州における教員養成大学設立計画準備調査（QCBS-ランプサム型）



6 30
別紙１
３．事業概要 （１）事業概要 ②事業内容 ア）施設、機材の
内容

要請機材リストを入手されていましたら、共有いただけま
すでしょうか。

現時点で要請機材リストは入手しておりません。

7 30
別紙１
３．事業概要 （１）事業概要 ②事業内容 ウ）調達・施工方
法

「主要機材については本邦調達を想定している」とありま
すが、現地企業活用型の無償資金協力事業である以上、
こちらも現地調達を想定されているのではないでしょう
か。

ご指摘のとおり、本案件は現時点で現地企業活用型を想
定しているため、「主要機材についても現地調達を想定」
にお詫びして訂正いたします。

8 30 3.事業概要④他のJICA事業との関係

技術協力「教員養成大学強化を通じた基礎教育の質改善
プロジェクト」（2024-2027）の支援状況や、本案件と
の相乗効果等の記載がありますが、同技術プロジェクト
の現在の活動状況を知るために中間報告書等は配布い
ただだけませんか？

恐れ入りますが、現時点でお渡しできるものは、既に配布
しているもので全てとなります。

9 36 第３章 ２．業務実施上の条件 （１）業務工程
可能でしたら、想定される閣議請議時期をご教示くださ
い。

閣議請議時期は2026年4月を想定しております。

10 38
第３章 ３．見積書作成にかかる留意事項 （１）報酬につい
て

報酬単価については、「国内業務／国内業務主体の場合」
の通り積算、となっていますが、本調査は通常の業務実
施契約の単価を使用するものと思われますが、いかがで
しょうか。 ご指摘の通りです。

第３章 ３．見積書作成にかかる留意事項 「（１）報酬につ
いて」本記載全てが不要な誤記です。

同項目（１）は、全削除し、以降、項目（２）～（11）全てをひ
とつずつ繰り上げたものが正しいものとなります。

以上お詫びして訂正します。



11 38 3.見積書作成にかかる留意事項（1）報酬について

「報酬単価(上限額)については、別添資料2「報酬単価
表」の１.の「(２)国内業務/国内業務主体の場合」に記載
のとおり、報酬単価を定めず、直接人件費、その他原価、
一般管理費等を直接積算ください。」との記載がありま
す。本案件においては、見積書様式は、見積書（2024年
7月公示以降）の「一般競争入札（総合評価落札方式-ラン
プサム型）／QCBS-ランプサム型」であり、報酬単価を採
用するのではないでしょうか。ご教示をお願いします。

以上

ご指摘の通りです。
第３章 ３．見積書作成にかかる留意事項 「（１）報酬につ
いて」本記載全てが不要な誤記です。

同項目（１）は、全削除し、以降、項目（２）～（11）全てをひ
とつずつ繰り上げたものが正しいものとなります。

以上お詫びして訂正します。


